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資 料

産Ｒ8.3.13

公共交通の見直しについて

１．経緯

令和６年度に策定した高山市地域公共交通計画に基づき、利用者の少ない路線を小型車

両による運行へ移行するとともに、停留所を利用しやすい位置へ変更するなどの見直しを

行ってきた。また、当該計画の基本方針を踏まえつつ、市民や観光客にとって使いやすく、

わかりやすい公共交通や割引制度となるよう検討を行ってきた。

＜地域公共交通計画の基本方針＞

（１）交通不便者が日常生活を送る上で必要な移動手段の確保

（２）人口減少や運転手不足の課題を踏まえた持続可能な公共交通の確保

（３）地域や路線の実情やニーズに合わせた効率的な運行

（４）交通事業者、地域、行政の役割や特性を活かした公共交通の整備

（５）公共交通を利用したことがない人でも利用しやすい環境の整備

２．今回の見直しの内容

（１）住宅団地を運行する新たな路線の試験的運行 別紙１

（２）観光特化型バス「匠バス」の路線見直し 別紙２

（３）のらマイカー等の路線や運行方法の見直し 別紙３

（４）のらマイカー等の運賃見直し及び運賃割引制度の拡充 別紙３

３．スケジュール

令和８年３月～５月 運行経路やダイヤなどの調整（運行事業者等との協議）

６月 公共交通活性化協議会での協議・決定

６月～ 岐阜運輸支局への申請や届出等の手続き

関係する地域への説明

見直しに関する市民への周知（時刻表配布、ホームページ等）

見直しの実施（手続き等完了後）



　住宅団地を運行する新たな路線の試験的運行　　 別紙１
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まちなみバス
匠バス
幹線バス全線

まちなみバス

匠バス（見直し後）

のらマイカー東西南北線

想定しているエリア

団地

エリア最寄りの商業施設

乗継停留所

【概　　要】　これまでバス車両では運行ができなかった住宅団地において、ワゴン車両を使用し新たな路線を試験的に運行する。

【試験運行】　利用状況や利用者アンケートによる需要の調査、ルートやダイヤの検証、タクシー事業への影響

　　　　　　　　運行車両：ワゴン車両（７～１０人乗りの車両）

　　　　　　　　運行路線：運行に関する要望の多い、開発から数十年経過した住宅団地の主要場所（公民館など）と市街地の

　　　　　　　　　　　　　商業施設と乗継停留所を結ぶ

　　　　　　　　　　　　　※運行する経路については、道路状況や安全性について事業者と協議の上、決定する。

　　　　　　　　ダ イ ヤ：各ルート平日週４往復程度運行（午前ダイヤ×週２日、午後ダイヤ×週２日）

　　　　　　　　期　　間：１年程度（予定）
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有斐ケ丘

東山台

（乗継停留所）
東小学校口
幹線
平湯新穂高線

荏名団地
（乗継停留所）
天満神社前
まちなみバス
のらマイカー南線
幹線バス朝日線
幹線バス下呂線

緑ヶ丘・上岡本ルート
１周20分程度

（経由地点）
エリア最寄りの商業施設
乗継停留所：高山駅白山口
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別紙２

【概　　要】　鉄道駅や高速バスターミナル、ホテルが集積し、観光の起点となる高山駅周辺と、観光客が集まる

              古い町並周辺を、短い間隔で運行するよう見直す。

【運行内容】　運行路線：現在３路線（１路線休止中）の運行を１路線に見直す

              運行車両：匠バス車両で運行

　　　　　　　ダ イ ヤ：１０～１５分間隔で運行

　　　　　　　乗車時間：高山駅周辺⇔古い町並周辺：約５～７分

 観光特化型バス「匠バス」の路線見直し 別紙２

　　　　　　　　　まちなみバス（現行）

　　　　　　　　　匠バス

　　　　　　　　　さるぼぼバス（濃飛）

　　　　　　　　まちなみバス（現行）

　　　　　　　　　匠バス（東西線）

　　　　　　　　　匠バス（南北線）

　　　　　　　　　匠バス（飛騨の里線）※R7年度から休止中
　　　　　　　　　さるぼぼバス（濃飛）

【まちなみバス】
R6利用者数：42,470人

【匠バス南北線】
R6利用者数：6,345人

まち博

古い町並

【匠バス東西線】
R6利用者数：7,690人

②見直し路線（案）

【匠バス飛騨の里線・さるぼぼバス】
R6利用者数：125,660人

　　　　　　　　　まちなみバス（現行）

　　　　　　　　　匠バス（ルートイメージ）

　　　　　　　　　停留所（位置イメージ）

　　　　　　　　　さるぼぼバス（濃飛）

高山駅

高山駅

①現状路線



　のらマイカー等の路線や運行方法の見直し 別紙３

●のらマイカー（丹生川・国府地域）の一部停留所の予約運行化　　※道路交通法（制限速度）の改正に伴う見直し

●のらマイカー路線の重複区間の見直し　　

【概要】

　　のらマイカー東西南線について、高山濃飛バスセンター到着後に久美愛厚生病院へ向かう経路が全て同じ経路（公設市場前～国道４１号線）

を運行しているため、高山濃飛バスセンターと久美愛厚生病院の発着点は変更せず、経路を分散させる見直しを行い、沿線施設へのアクセス向

上や、沿線住民の利便性向上を図る。

【見直しの内容（案）】

　

※道路交通法の改正・・・Ｒ８年９月から中央線等の無い生活道路の法定速度が６０ｋｍ／ｈから３０ｋｍ／ｈに引き下げ

【概要】

　　法改正に伴う運行速度の低下により、現行の時刻表で運行ができなくなるため、利用者がほとんど無く、幹線道路から離れた一部の停留所を

予約制（デマンド）に変更し、運行時間を短縮することで、現行の便数を維持する。

【対象地域】

　　対象地域：丹生川・国府地域　　　

●たかね号をフルデマンド運行に移行　　

【概要】

　　たかね号は、現在定時定路線で運行しているが、運行の効率化と地域の利便性向上を図るため、一部の路線を除き、利用者が乗車時間や

　乗降場所を自由に予約して利用ができるフルデマンド運行に移行する。

　　※現在、他地域で実施しているデマンド運行は、決められた時刻と運行経路、停留所の範囲で予約をして利用する運行方法としている。

【運行時間】全日８：００～２０：００の間

　　※通勤など固定利用者のある高根朝日線（高根地域～朝日支所間）の一部の便については、定時定路線を維持する

　のらマイカー等の運賃見直し及び運賃割引制度の拡充

●高齢者等への支援拡充（悠々手形とおでかけパスポートの見直し）

割引制度 現　行 見直しの方向性

悠々手形
(幹線バスの
割引制度）

【発 券 元】 濃飛乗合自動車㈱

【対　  象】 幹線バスの利用

【対 象 者】 ６５歳以上の高齢者

【割引内容】 １乗車　　　５２０円までの区間を１００円、

　　　　　　  　 　　１，０５０円までの区間を３２０円、

　　　　　　  　　　 １，０５０円以上の区間を５２０円で乗車

【購入金額】 ４，１９０円（２ヵ月券）

【助成制度】 ２，０００円補助で２ヵ月券を２，１９０円で購入可能（非課税の方）

高齢者の割引制度が、幹線バスとのらマイカー
等で異なるため、分かりづらく使いにくいとい
う声や、通院や買物に利用する機会の多い高齢
者から、料金負担の低減を求める声があること
から、高齢者等の割引制度について見直しを検
討する。

＜方向性＞
　〇 割引制度を統合
　〇 購入しやすい金額の設定
　〇 ６５歳以上の全ての高齢者を対象　

おでかけ
パスポート
(のらマイ
カー、まちな
みバス等の割
引制度）

【発 券 元】 高山市

【対　　象】 のらマイカー、まちなみバス、匠バス、たかね号、タクシー

【対 象 者】 ６５歳以上の高齢者、障がい者の方

【割引内容】 ・のらマイカー、まちなみバス、匠バス、たかね号は乗り放題

　　　　　　 ・タクシー利用は１乗車１００円引き

【購入金額】 ６，０００円（購入から１年間有効）

【助成制度】 運転免許返納者は初回１年分を無償交付

【概要】公共交通の利用しやすい環境を整えるため、複数の割引制度を統合し、分かりやすい割引制度について検討をする。

●のらマイカー等の運賃見直し　　

現　行 見直しの方向性

のらマイカー（デマンドタクシー含む）

まちなみバス

匠バス

たかね号

１乗車 １００円

近年の人件費や物価高騰の影響により運行経費が増加

している中で、全国的にも乗合バスやタクシーの運賃

の増額改定がされていることから、運賃の増額改定に

ついて、市民への負担を考慮しながら検討する。

【概要】のらマイカー等の運賃の値上げや市民に対する割引の方法について検討する。
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路線名 現 行 経 路 見 直 し 後 の 経 路（案）

のらマイカー東線

公設市場前・国道４１号線経由

本母町・松本町方面（変更）

のらマイカー西線 中山町・赤保木町方面（変更）

のらマイカー南線 公設市場前・国道４１号線経由（変更なし）


